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１．これまでの協議会開催状況と検討内容

 官民が連携して港湾における脱炭素化を推進するため、令和４年2月に「伏木富山港カーボンニュート
ラルポート検討協議会」を設置し、これまで４回開催してきた。
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２．港湾法の一部を改正する法律（令和４年法律第87号）

法律の概要
１．港湾における脱炭素化の推進
①港湾の基本方針への位置づけの明確化 等
○国が定める港湾の開発等に関する基本方針に「脱炭素社会の実現に向けて港湾が果たすべき役割」等を明記。
○港湾法の適用を受ける港湾施設に、船舶に水素・燃料アンモニア等の動力源を補給するための施設を追加し、海運分野の脱炭素化を
後押し。 ※併せて税制特例（固定資産税等）を措置

②港湾における脱炭素化の取組の推進
○港湾管理者(地方自治体)は、官民の連携による港湾における脱炭素化の取組※を定めた港湾脱炭素化推進計画を作成。

※水素等の受入れに必要な施設や船舶への環境負荷の少ない燃料の供給施設の整備等

○港湾管理者は、関係する地方自治体や物流事業者、立地企業等からなる港湾脱炭素化推進協議会を組織し、計画の作成、実施等
を協議。

○水素関連産業の集積など、計画の実現のために港湾管理者が定める区域内における構築物の用途規制を柔軟に設定できる特例等を
措置。
臨海部に集積する産業と連携して、カーボンニュートラルポート（CNP）の取組を推進し、
我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献

港湾法第50条の３に規定された「港湾脱炭素化推進協議会」に移行するにあたり、任意協議会構成員（既構成員）のほか
計画対象範囲の事業所に対し、法定協議会への参加意向調査を実施した。

 カーボンニュートラルポート（CNP）の形成を推進する仕組みとして、港湾脱炭素化推進計画及び
港湾脱炭素化推進協議会に関する規定が新設された。

改正港湾法に基づいて CNP 形成に向けた検討を進めるため、第４回伏木富山港CNP検討協議会（R5.8.30）において、法定
協議会である「伏木富山港港湾脱炭素化推進協議会」に移行し、法定計画である「港湾脱炭素化推進計画」を作成するこ
とを提案し、承認された。

（令和4年11月18日公布、12月16日施行（一部を除く））



（港湾脱炭素化推進協議会）

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者

二 港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者

三 関係する地方公共団体

四 当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

３ 第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、
あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う
事項を通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の
協議に応じなければならない。

５ 国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の
求めに応じて、必要な助言をすることができる。

６ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重し
なければならない。

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五十条の三 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画
の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会（以下この条において
「協議会」という。）を組織することができる。
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